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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に第一の光が照射されることにより被検体内で発生した音響波を検出し、第一の
電気信号に変換する音響波検出器と、
　前記被検体に照射され、前記被検体内を伝播した第二の光を検出し、第二の電気信号に
変換する光検出器と、
　前記第二の電気信号に基づき前記被検体内の光量を取得し、
　前記被検体内の光量と、前記第一の電気信号とに基づき、前記被検体内の光学特性情報
を取得する信号処理部とを有することを特徴とする被検体情報取得装置。
【請求項２】
　前記信号処理部は、前記被検体内の光学特性情報から画像表示部に表示させる画像情報
を取得することを特徴とする請求項１に記載の被検体情報取得装置。
【請求項３】
　前記第一の光を発する第一の光源を有することを特徴とする請求項１または２に記載の
被検体情報取得装置。
【請求項４】
　前記第二の光を発する第二の光源を有することを特徴とする請求項１から３のいずれか
１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項５】
　前記第一の光および前記第二の光を発する光源を有することを特徴とする請求項１また
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は２に記載の被検体情報取得装置。
【請求項６】
　前記第一の光および前記第二の光は同じ波形の光であることを特徴とする請求項１から
５のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項７】
　前記第一の光および前記第二の光は波形の異なる光であることを特徴とする請求項１か
ら５のいずれか１つに記載の被検体情報取得装置。
【請求項８】
　前記信号処理部は、前記第二の電気信号に基づき、前記被検体内の吸収係数および等価
散乱係数を取得し、
　前記吸収係数および前記等価散乱係数に基づき、前記被検体内の光量を取得することを
特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項９】
　前記音響波検出器は、複数の個所で音響波を検出可能に構成されていることを特徴とす
る請求項１から８のいずれか１項に記載のイメージング装置。
【請求項１０】
　前記光検出器は、複数の個所で第二の光を検出可能に構成されていることを特徴とする
請求項１から９のいずれか１項に記載のイメージング装置。
【請求項１１】
　前記第一の光および前記第二の光の波長がいずれも、４００ｎｍ以上、１６００ｎｍ以
下の範囲であることを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の被検体情報取
得装置。
【請求項１２】
　被検体に第一の光が照射されることにより被検体内で発生した音響波を検出して第一の
電気信号を取得する工程と、
　前記被検体に照射され、前記被検体内を伝播した第二の光を検出して第二の電気信号を
取得する工程と、
　前記第二の電気信号に基づき前記被検体内の光量を取得する工程と、
　前記被検体内の光量と前記第一の電気信号とに基づき、前記被検体内の光学特性情報を
取得する工程とを有することを特徴とする被検体情報取得方法。
【請求項１３】
　前記被検体内の光学特性情報に基づき、画像表示部に表示させる画像情報を取得する工
程を有することを特徴とする請求項１２に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１４】
　前記第一の光および前記第二の光は同じ波形の光であることを特徴とする請求項１２ま
たは１３に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１５】
　前記第一の光および前記第二の光は波形の異なる光であることを特徴とする請求項１２
または１３に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１６】
　前記被検体内の光量を取得する工程において、
　前記第二の電気信号に基づき、前記被検体内の吸収係数および等価散乱係数を取得し、
　前記吸収係数および前記等価散乱係数に基づき、前記被検体内の光量を取得することを
特徴とする請求項１２から１５のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１７】
　前記第一の電気信号を取得する工程において、複数の個所で音響波を検出することを特
徴とする請求項１２から１６のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
【請求項１８】
　前記第二の電気信号を取得する工程において、複数の個所で第二の光を検出することを
特徴とする請求項１２から１７のいずれか１項に記載の被検体情報取得方法。
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【請求項１９】
　前記第一の光および前記第二の光の波長がいずれも、４００ｎｍ以上、１６００ｎｍ以
下の範囲であることを特徴とする請求項１２から１８のいずれか１項に記載の被検体情報
取得方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報イメージング装置、生体情報の解析方法に関する。さらに、本発明
は生体情報のイメージング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レーザーなどの光源から生体に照射した光を生体内に伝播させ、その伝播光を検知する
ことで、生体内の情報を得る光イメージング装置の研究が医療分野で積極的に進められて
いる。
【０００３】
　この光イメージングの一つとして、非特許文献１に記載されているように、拡散光イメ
ージングと呼ばれているＤＯＴ（Ｄｉｆｆｕｓｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈ
ｙ）という技術がある。拡散光イメージングは、光源から生体に光を照射して、生体内を
伝播・拡散した微弱光を高感度な光検出器により検知し、その検知信号から生体内の光学
特性値分布をイメージングする技術である。
【０００４】
　比較的厚い組織を通った光源から照射された光は、強く散乱される結果、光の直進性な
どの波動性を失い、生体組織内を拡散的に伝播する。そのため、このような拡散光の強度
を多点で光計測し、計算機で処理することで生体組織の光学特性値（吸収係数μａ、等価
散乱係数μｓ’）を求めることができる。さらには、それらの光学特性値を異なる波長で
計測することで、生体組織を構成する物質の濃度分布を求めることができる。
【０００５】
　一方、ＤＯＴ以外の光イメージングの一つとして、光音響イメージングと呼ばれている
ＰＡＴ（Ｐｈｏｔｏ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）という技術がある。光
音響イメージングは、光に比べて生体内での散乱が少ない超音波の特性を利用して、生体
内の光学特性値分布を高解像度に求める手法である。
【０００６】
　この方法では、光源から発生したパルス光を生体に照射し、生体内で伝播・拡散したパ
ルス光のエネルギーを吸収した生体組織から発生した音響波を検出する。この検出信号を
解析処理することにより、生体内の光学特性分布、特に、光エネルギー吸収密度分布を得
ることができる。この光音響イメージングを用いることで、前述した拡散光イメージング
に比べて、解像度の高い光学特性値分布が得られるとされている。
【０００７】
　非特許文献２によれば、光音響イメージングにおいて、光吸収により生体内の吸収体か
ら得られる音響波の音圧Ｐは以下の式（１）で与えられる。
Ｐ＝Γ・μａ・Φ　　　（１）
　ここで、Γは弾性特性値であるグリューナイセン（Ｇｒｕｎｅｓｅｎ）係数であり、体
積膨張係数βと音速ｃの二乗の積を比熱Ｃｐで割ったものである。μａは吸収体の吸収係
数、Φは吸収体に照射された光量である。
【０００８】
　Γは組織が決まればほぼ一定の値をとることが知られているので、音響波の大きさであ
る音圧Ｐの変化を時分割で測定することによりμａとΦの積、すなわち、光エネルギー吸
収密度分布Ｈを得ることができる（非特許文献２）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００９】
【非特許文献１】Ａ．Ｐ．Ｇｉｂｓｏｎ，ｅｔ　ａｌ．¨Ｒｅｃｅｎｔ　ａｄｖａｎｃｅ
ｓ　ｉｎ　ｄｉｆｆｕｓｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｉｍａｇｉｎ¨，Ｐｈｙｓ．Ｍｅｄ．Ｂｉ
ｏｌ．５０（２００５）Ｒ１－Ｒ４３
【非特許文献２】Ｍ，Ｘｕ，Ｌ．Ｖ．Ｗａｎｇ¨Ｐｈｏｔｏａｃｏｕｓｔｉｃ　ｉｍａｇ
ｉｎｇ　ｉｎ　ｂｉｏｍｅｄｉｃｉｎｅ¨，Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ
　ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，７７，０４１１０１（２００６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、新規な生体情報イメージング装置、生体情報のイメージング方法、生
体情報の解析方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る被検体情報取得装置は、被検体に第一の光が照射されることにより被検体
内で発生した音響波を検出し、第一の電気信号に変換する音響波検出器と、前記被検体に
照射され、前記被検体内を伝播した第二の光を検出し、第二の電気信号に変換する光検出
器と、前記第二の電気信号に基づき前記被検体内の光量を取得し、前記被検体内の光量と
、前記第一の電気信号とに基づき、前記被検体内の光学特性情報を取得する信号処理部と
を有することを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る被検体情報取得方法は、被検体に第一の光が照射されることにより被検体
内で発生した音響波を検出して第一の電気信号を取得する工程と、前記被検体に照射され
、前記被検体内を伝播した第二の光を検出して第二の電気信号を取得する工程と、前記第
二の電気信号に基づき前記被検体内の光量を取得する工程と、前記被検体内の光量と前記
第一の電気信号とに基づき、前記被検体内の光学特性情報を取得する工程とを有すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、新規な生体情報イメージング装置、生体情報のイメージング方法、生
体情報の解析方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態１における生体情報イメージング装置の構成例を説明する図で
ある。
【図２】本発明の実施形態２における生体情報イメージング装置の構成例を説明する図で
ある。
【図３】本発明の実施形態３における生体情報イメージング装置の構成例を説明する図で
ある。
【図４】本発明の実施形態４で説明するフローチャートを示すものである。
【図５】本発明の実施形態５で説明するフローチャートを示すものである。
【図６】光音響イメージングおよび拡散光イメージングを用いた画像化技術を説明する図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明に係るイメージング装置、イメージング方法、解析方法は、拡散光イメージング
（ＤＯＴ）と光音響イメージング（ＰＡＴ）で得たデータを相互に利用することを特徴と
する。
【００１６】
　拡散光イメージングと光音響イメージングは、共に生体内に存在する吸収体の吸収係数
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値分布を求める手法である。そのため、拡散光イメージングまたは光音響イメージングと
他のイメージング方法を組合せるのであれば、ＭＲＩやＸ線などの吸収係数値分布以外の
情報を得られるイメージング方法を選択するのが通常である。これに対して、本発明は吸
収係数値分布を求める手法同士を組合せている点において、斬新な発想の下でなされた新
規なイメージング方法であるといえる。
【００１７】
　具体的には、光音響イメージングにより超音波を測定すると共に、拡散光イメージング
により拡散光を測定する。そして、一方のイメージングで得た解析結果を他方のイメージ
ングにおける解析に利用する。本発明者らは、このように拡散光イメージングと光音響イ
メージングを融合させることにより、以下のような様々な効果があることを見出した。
【００１８】
　（ＤＯＴ：拡散光イメージング）
　上記した拡散光イメージングによれば、吸収係数などの光学特性を測定し、生体組織を
構成する物質の濃度分布を求めることができる。
【００１９】
　しかし、この拡散光イメージングは、光を検出するため、媒質中で光の多重散乱が生じ
、高解像度の画像を得ることが難しい。
【００２０】
　また、一般に、光拡散イメージングでは拡散光を検出する複数の各検出器からの検出結
果と、計算に基づく各検出器での出力との比較により画像化すること、すなわち、非適切
逆問題を解くため、一般に長い計算時間が必要となる。
【００２１】
　そこで、非適切逆問題を計算するときに、予め光音響イメージングで得られた被対象物
の光学特性分布情報（例えば、吸収係数分布）を使用する。これにより、上記拡散方程式
に拘束条件を加え、解を限定することができ、計算時間を短縮化することが可能となる。
【００２２】
　また、光音響イメージングにより事前に得られた情報に基づき、計算対象領域を限定す
ることで上記拡散方程式の計算量を削減し計算時間を短縮化することもできる。
【００２３】
　さらに、光音響イメージングで得た情報を光の逆問題計算において使用すれば、通常の
光拡散イメージングよりも高解像度の画像を得ることができる。
【００２４】
　（ＰＡＴ：光音響イメージング）
　上記した光音響イメージングによれば、生体内での音響波の散乱が光に比べて少ないこ
とから、数ｍｍ以下の空間的な生体情報を高解像度で得ることが可能である。
【００２５】
　この光音響イメージングは、上記の式（１）から分かるように、音圧（Ｐ）変化の計測
から生体内の吸収係数（μａ）分布を求めるためには、吸収体に照射された光量の分布（
Φ）を何らかの方法で求める必要がある。
【００２６】
　しかし、複雑な生体内の場合、吸収体に照射された光量の推定が難しく、一般的な音響
波の音圧測定だけでは、光エネルギー吸収密度分布（μａ・Φ）しか画像化することがで
きないという問題がある。
【００２７】
　すなわち、音響波のみの測定から、吸収体に照射される光量の分布（Φ）を算出し、生
体内の吸収係数分布（μａ）を正確に分離・画像化することは困難である。
【００２８】
　この結果、光音響イメージングだけでは、正確な吸収係数（μａ）の分布を求めること
ができず、生体組織の構成物質特定や濃度測定を行うことができないという課題がある。
【００２９】
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　そこで、拡散光イメージングにより得たデータを用いて、光音響イメージングで用いる
吸収係数とすることができる。具体的には、下記の拡散方程式近似（光伝播モデル式の一
つ）から、超音波測定とは独立に光量（Φ）を決めることが可能となる。
【００３０】
【数１】

【００３１】
　ここで、▽は空間に関する微分、μｓ’は等価散乱係数、μａは吸収係数、νは生体内
の光の伝播速度、Ｓ０（ｒ，ｔ）は組織内の光源である。
【００３２】
　すなわち、拡散光イメージングによれば、光音響イメージングでは直接測定することの
できなかった光量（Φ）の分布を直接決定することができる。そのため、拡散光イメージ
ングで求めた光量（Φ）と、光音響イメージングで求めた光エネルギー吸収密度分布（μ

ａ・Φ）を利用すれば、吸収係数分布を定量的かつ、高解像度に求めることができる。
【００３３】
　このように、光音響イメージングと拡散光イメージングを融合して用いることで、吸収
係数分布の定量性及び解像度を上げることができる。これにより、生体を構成している物
質の濃度を求めることも可能となる。また、通常の音響波イメージングでは定数として扱
われているグリューナイセン係数（Γ）分布の正確な値を求めることも可能となる。
【００３４】
　上記の原理を図６（ａ）から（ｃ）を用いて説明する。図６（ａ）は、光を用いたイメ
ージング技術により内部の画像化を行う被検体６２の一例を示しており、被検体内部には
光吸収体６３が存在する。６１は光源から被検体に照射される光を表しており、この光を
用いて、内部の光吸収体を画像化する。なお、６４は図６（ａ）中の点線部分の吸収係数
値分布を示している。図６（ｂ）は従来の光音響イメージング技術を用いて、図６（ａ）
の被検体を画像化した例を示している。６６はイメージング画像であり、６５は図中の点
線部分での光エネルギー吸収密度分布（μａ・Φ）を示している。この図から分かるよう
に、従来の光音響イメージングで画像化することができる光エネルギー吸収密度分布（μ

ａ・Φ）画像は、実際の吸収係数分布（μａ）画像とは大きく異なる。つまり、生体など
では、局所的な光量が光拡散により、伝搬距離に比例して大きく減衰するため、光照射領
域から遠くにある光吸収体と近くにある光吸収体の吸収係数及び大きさが同じ場合であっ
ても遠くにある光吸収体は低いコントラストとして画像化されてしまう。
【００３５】
　一方、本発明の光音響イメージングと拡散光イメージングの融合技術を用いれば、図６
（ｃ）のような画像を得ることも可能である。図６（ｃ）において、６８はイメージング
画像であり、６７は図中の点線部分の吸収係数値分布を示している。このように、本発明
では、光吸収体が光照射領域から遠くあるいは近くに存在しても、大きさ及び吸収係数が
同じであれば、ほぼ同じコントラストで画像化できる。つまり、実際の吸収係数分布に比
例した画像を得ることができる。
【００３６】
　（画像再構成アルゴリズム）
　画像化に際しては、例えば拡散光イメージング装置により得られた各光検出器での検出
結果と、上記のようにパラメータを推定して前記光拡散方程式から各検出器での出力結果
を計算した結果とを比較する。両結果が一致しているのであれば、その結果を画像化する
。
【００３７】
　一方、両結果が不一致の場合は、等価散乱係数分布と吸収係数分布を仮定し、再度、拡
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散方程式から各検出器での検出結果を計算し直して、再度ＰＡＴによる測定結果と比較す
る。
【００３８】
　以上のような動作を繰り返して、画像化を行うこともできる。なお、比較処理に際して
は、両者の数値が完全一致する場合は勿論、予め許容される誤差範囲を定めておき、当該
誤差範囲内であれば、両者一致と判断するように設定しておくことも可能である。
【００３９】
　また、対象物の画像を再構成する際には、以下のようなアルゴリズムにしてもよい。
１）光音響イメージングにより吸収体の大きさ（ｄ）と位置（ｘ，ｙ，ｚ）を決定する。
２）拡散光イメージングにより、上記（１）により取得された位置と大きさの情報を使い
、各場所での光量（Φ）・吸収係数（μａ）、等価散乱係数（μｓ’）を逆問題計算によ
り算出する。
３）光音響イメージングの結果に対して、上記の光量（Φ）を使い、吸収係数（μａ）を
計算する。
【００４０】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００４１】
　［実施形態１］
　まず、本発明の実施形態１における生体情報イメージング装置について説明する。図１
に、本実施形態における生体情報イメージング装置の構成例を説明する図を示す。本実施
形態の生体情報イメージング装置は、乳癌などの腫瘍や血管疾患などの診断や化学治療の
経過観察などのため、生体内の光学特性値あるいは弾性特性値分布及び、それらの情報か
ら得られる生体組織を構成する物質の濃度分布の画像化を可能とするものである。
【００４２】
　本実施形態の生体情報イメージング装置は、光を生体１８に照射する光源１１と、光源
１１から照射された光を生体１８に導く光導波路１２を備える。
【００４３】
　また、生体内における腫瘍、血管、またはこれらに類する生体内の光吸収体１９が光の
エネルギーの一部を吸収して発生した音響波２１を検出し第一の電気信号に変換する音響
波検出器１３を備える。
【００４４】
　また、前記光が生体内を拡散した後の光２０の強度を検出し、第二の電気信号に変換す
る光検出器１４を備える。
【００４５】
　また、第一の電気信号の解析により、第一の光学特性値分布情報を得る演算部２２を備
える。第一の光学特性値分布情報としては、吸収体の大きさ、吸収体が存在する位置、吸
収係数の大きさに関連する値（例えば、吸収係数と光量の積（μａ・Φ）の分布である光
エネルギー吸収密度分布）がある。
【００４６】
　また、演算部２２は、第一の光学特性値分布情報を利用して、第二の電気信号を解析し
、第二の光学特性値分布情報あるいは、弾性特性値分布を求めることができる。第二の光
学特性値分布情報としては、吸収体に照射された光量（Φ）、吸収体の吸収係数（μａ）
、等価散乱係数（μｓ´）がある。また、弾性特性値分布とは、グリューナイセン係数（
Γ）の分布のことである。
【００４７】
　このように、光音響イメージングで得た情報を、光拡散方程式における非適切逆問題の
計算で用いることにより、計算時間の短縮化を図ることができる。
【００４８】
　ところで、拡散光イメージングは光音響イメージングに比べて解像度の点では劣るもの
の、定量性の点では有利である。そこで、第一の信号処理部１５で得られた定量性の低い
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吸収係数分布を光の逆問題計算において使用すれば、解像度は光音響イメージングにより
決定されるため、拡散光イメージングよりも解像度の高いイメージングを実現することが
できる。
【００４９】
　本実施形態の生体情報イメージング装置は、以下の各部によって構成される。
光源１１は、生体を構成する成分のうち特性の成分に吸収される特定の波長の光を照射す
る手段として用いられる。
【００５０】
　光源１１は、一つまたは複数の光源によって構成することができ、少なくとも一つがパ
ルス光を発生する光源とする。
【００５１】
　すなわち、数ナノから数百ナノ秒オーダーのパルス光を発生可能なパルス光源を少なく
とも一つを備える。その際、パルス光の波長が、４００ｎｍ以上、１６００ｎｍ以下の範
囲であることが好ましい。
【００５２】
　光源としてはレーザーが好ましいが、レーザーのかわりに発光ダイオードなどを用いる
ことも可能である。
【００５３】
　レーザーとしては、固体レーザー、ガスレーザー、色素レーザー、半導体レーザーなど
様々なレーザーを使用することができる。
【００５４】
　本実施の形態においては、前述したように複数の光源を用いても良いが、その場合は、
生体に照射する光の照射強度を上げるため、同じ波長を発振する光源を複数用いても良い
。
【００５５】
　また、光学特性値分布の波長による違いを測定するために、発振波長の異なる光源を複
数個用いても良い。
【００５６】
　なお、光源１１が一つである場合において、発振する波長の変換可能な色素やＯＰＯ（
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒｓ）を用いることができ
れば、光学特性値分布の波長による違いを測定することも可能になる。使用する光源の波
長に関しては、生体内において吸収が少ない７００ｎｍから１１００ｎｍの領域が好まし
い。
【００５７】
　比較的生体表面付近の生体組織の光学特性値分布を求める場合は、上記の波長領域より
も範囲の広い、例えば４００ｎｍから１６００ｎｍの波長領域を使用することも可能であ
る。
【００５８】
　図１の光導波路１２は光源から照射された光を検査対象である生体１８に導く役目をす
る。光導波路１２としては、光ファイバが好ましいが、光源１１を検査対象である生体近
傍に配置できる場合は使用しなくても問題はない。
【００５９】
　光ファイバを用いる場合は、それぞれの光源に対して、複数の光ファイバを使用して、
生体表面に光を導くことも可能であるし、複数の光源からの光を一本の光ファイバに導き
、一本の光ファイバのみを用いて、すべての光を生体に導いても良い。
【００６０】
　本実施形態の音響波検出器１３は、光源から生体に照射された光のエネルギーの一部を
吸収した生体内の光吸収体から発生する音響波を検出し、第一の電気信号に変換する。す
なわち、音響波検出器１３は、音響波を受信し、受信した音響波の圧力に応じて第一の電
気信号を出力する。音響波検出器１３としては、圧電現象を用いたトランスデューサー、
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光の共振を用いたトランスデューサー、容量の変化を用いたトランスデューサーなどを用
いることができる。
【００６１】
　また、本実施の形態では、複数の音響波検出器１３を生体表面に配置させた場合を示し
ているが、このような配置に限らず、複数の個所で音響波が検知可能に構成されていれば
よい。
【００６２】
　すなわち、複数の個所で音響波を検知できれば同じ効果が得られるため、１個の音響波
検出器１３を生体表面上で２次元に走査してもよい。また、エリア型の音響波検出器１３
を設けてもよく、光源１１と音響波検出器１３を生体に対して対向して配置してもよい。
【００６３】
　また、音響波検出器１３から得られた電気信号が小さい場合は増幅器を用いて、信号強
度を増幅することが好ましい。また、音響波検出器１３と測定対象である生体１８との間
には、音波の反射を抑えるための音響インピーダンスマッチング剤を使うことが望ましい
。
【００６４】
　本実施形態の光検出器１４は、光源１１から生体に照射された光における生体内を伝播
する光２０の光強度を検出し、第二の電気信号に変換する。すなわち、光検出器１４は、
伝播光を受信し、受信した伝播光の強度に応じて第二の電気信号を出力する。
【００６５】
　光検出器１４としては、フォトダイオード（ＰＤ）、アバランシェフォトダイオード（
ＡＰＤ）、光電子増倍管（ＰＭＴ）などを用いることができる。
【００６６】
　なお、検査対象である生体１８の近傍に光検出器１４を配置できない場合は、光ファイ
バを用いて光を光検出器に導くことも可能である。
【００６７】
　また、本実施の形態では、複数の光検出器１４を用いた例を示しているが、このような
構成に限られず、音響波検出器１３と同様に１個の光検出器１４を生体表面上で２次元に
走査してもよい。また、エリア型の光検出器１４を設けてもよく、光源１１と光検出器１
４を対向して配置してもよい。
【００６８】
　演算部２２は、音響波の強さとその時間変化を記憶し、その情報を光学特性値分布のデ
ータに変換できるものである。また、光強度を記憶し、それを演算手段により、光学特性
値分布のデータに変換できるものである。そして、音響波イメージングまたは拡散光イメ
ージングの一方により得られた光学特性値分布のデータを他方のイメージングに利用する
演算処理を行う。演算部２２としては、例えばオシロスコープとオシロスコープに記憶さ
れたデータを解析できるコンピュータなどが使用できる。
【００６９】
　なお、第一の電気信号の解析により光学特性値分布情報を得る処理部を第一の情報処理
部とし、第二の電気信号の解析により光学特性値分布情報を得る処理部を第二の情報処理
部とすることもできる。
【００７０】
　この場合、第一の情報処理部により得た情報を第二の情報処理部での情報処理に用いる
こともできるし、また第二の情報処理部により得た情報を第一の情報処理部での情報処理
に用いることもできる。例えば、第一の情報処理部により、第一の電気信号を解析し、生
体の光学特性値分布情報を得た後に、第二の情報処理部により、該光学特性値分布情報と
第二の電気信号を解析して生体の光学特性値分布情報を得るように構成してもよい。
【００７１】
　なお、光源１１として複数の波長の光を用いた場合は、それぞれの波長に関して、生体
内の吸収係数（μａ）と、等価散乱係数（μｓ´）を算出することにより、生体組織を構
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成する物質の濃度分布を画像化することができる。すなわち、これらの光学的特性の値と
、グルコース、コラーゲン、酸化・還元ヘモグロビンなどの生体組織を構成する物質固有
の波長依存性とを比較することによって、生体を構成する物質の濃度分布を画像化するこ
とも可能である。
【００７２】
　さらには、第一の電気信号より得られた光学特性値分布値と、第二の電気信号より得ら
れた光学特性値分布値を解析することで、従来技術では困難であった生体内の弾性特性値
分布、すなわちグリューナイセン係数分布も測定可能になる。
【００７３】
　具体的には、第二の電気信号により得られた吸収体に照射された光量（Φ）と、第一の
電気信号により得られた光吸収係数と光量の積（μａ・Φ）から、吸収体の吸収係数（μ

ａ）を求める。そして第一の電気信号により得られた音圧を式（１）に当てはめることに
より、グリューナイセン係数分布を演算する。なお、光量（Φ）は、上記のように、第一
の電気信号により得た光学特性値分布値を利用して、第二の電気信号を解析することによ
り得ることも可能であるし、また、第二の電気信号のみを解析することにより得ることも
可能である。
【００７４】
　また、本発明の実施形態では演算部２２の処理により得られた画像情報を表示する画像
表示部１７を備えることが望ましい。
【００７５】
　［実施形態２］
　つぎに、本発明の実施形態２における生体情報イメージング装置について説明する。
【００７６】
　図２に、本実施形態における生体情報イメージング装置の構成例を説明する図を示す。
なお、図１と同じ構成については同じ符号を付している。
【００７７】
　本実施形態における光源は、パルス光を発生する第一の光源１１と、前記パルス光とは
別の波形の光を発生する第二の光源２３による少なくとも２つの光源で構成される。
【００７８】
　また、前記第一の光源１１から生体に照射された光が、音響波検出器１３により前記第
一の電気信号に変換可能に構成される。また、前記第二の光源２３から生体に照射された
光が、光検出器１４により前記第二の電気信号に変換可能に構成される。
【００７９】
　また、第一の電気信号の解析により得られた光学特性値分布情報と第二の電気信号を解
析し、生体の光学特性値分布を求める演算部２２が設けられている。なお、この演算部２
２は、第二の電気信号の解析により得られた光学特性値分布情報と第一の電気信号を解析
することにより生体の光学特性値分布を求めることもできる。
【００８０】
　本実施形態の生体情報イメージング装置は、以上の各部によって構成される。
【００８１】
　第一の光源１１は生体を構成する成分のうち特性の成分に吸収される特定の波長のパル
ス光を照射する。
【００８２】
　第一の光源としては数ナノから数百ナノ秒オーダーのパルス光を発生可能なレーザーが
好ましく、実施形態１の光源と同様なものを使用することができる。なお、本実施形態で
は第一の光源は一つであるが複数の光源を用いることも可能である。
【００８３】
　第二の光源２３も第一の光源と同様に生体を構成する成分のうち特性の成分に吸収され
る特定の波長の光を照射する。
【００８４】
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　第二の光源から発生する光は連続光、強度変調光、第一のパルス光源から照射されたパ
ルス幅とは異なるパルス光のいずれかである。
【００８５】
　連続光を用いる場合は、半導体レーザーや発光ダイオードなど様々なコヒーレント光及
び非コヒーレント光源を利用することができる。
【００８６】
　強度変調光及び、パルス光を発振する光源でも同様に半導体レーザーや発光ダイオード
など様々なコヒーレント光及び非コヒーレント光源を利用することができる。
【００８７】
　なお、本実施形態では第一の光源は一つであるが複数の光源を用いることも可能である
。図２の光導波路１２、音響波検出器１３、光検出器１４、演算部２２に関しては、第一
の実施形態と同様のものを使用することができる。
【００８８】
　このように、本実施形態では、光音響イメージング用のパルス光と、拡散光イメージン
グ用の光を個別に設けたことから、様々な領域の光学特性値分布を高解像度に求めること
が可能となる。
【００８９】
　［実施形態３］
　つぎに、本発明の実施形態３における生体情報イメージング装置について説明する。
【００９０】
　図３に、本実施形態における生体情報イメージング装置の構成例を説明する図を示す。
本実施形態の生体情報イメージング装置は、悪性腫瘍の診断やアルツハイマー病や頚動脈
プラークなど、造影剤を用いた様々な疾患の診断のため、生体内に導入された造影剤集積
場所及び、濃度分布など画像化を可能とするものである。
【００９１】
　その際、前記した第二の電気信号に変換する光検出器が、生体内を伝播した光の強度を
検出するに当たり、光源の光とは波長の異なる光の光強度を検出可能に構成されている。
【００９２】
　すなわち、光源から生体に照射された光のエネルギーの一部を吸収した生体内の光吸収
体（造影剤）から発生する、前記光源の光とは波長の異なる光の光強度を検出可能に構成
されている。
【００９３】
　具体的には、本実施形態における生体情報イメージング装置は、第一の光を発生するた
めの光源１１、前記光源から照射された第一の光を生体１８に導く光導波路１２を備える
。
【００９４】
　また、光導波路１２を通り生体１８に照射された第一の光エネルギーの一部を、生体内
に導入された造影剤３０により吸収されて発生した音響波２１を検出し、第一の電気信号
に変換する音響波検出器１３を備える。
【００９５】
　また、光導波路から生体に照射された第一の光エネルギーの一部を吸収して発生した第
二の光３１が生体内を伝播した後の強度を検出し、第二の電気信号に変換する光検出器１
４を備える。
【００９６】
　また、第一の電気信号の解析により得られた光学特性値分布情報と第二の電気信号を解
析し、生体の光学特性値分布を求める演算部２２が設けられている。なお、この演算部２
２は、第二の電気信号の解析により得られた光学特性値分布情報を利用して第一の電気信
号を解析することにより生体の光学特性値分布を求めることもできる。
【００９７】
　本実施形態の生体情報イメージング装置は、以上の各部によって構成される。
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【００９８】
　図３の光源１１は生体内に導入された造影剤３０に吸収される特定の波長のパルス光（
第一の光）を照射する。
【００９９】
　光源１１としては数ナノから数百ナノ秒オーダーのパルス光を発生可能なレーザーが好
ましく、実施形態１の光源と同様なものを使用することができる。
【０１００】
　なお、本実施形態では光源１１は一つであるが複数の光源を用いることも可能である。
【０１０１】
　図２の光導波路１２、音波検出器１３、光検出器１４、演算部２２に関しては、実施形
態１と同様のものを使用することができる。
【０１０２】
　なお、第二の光３１とは造影剤３０から発生されるものであり、光源１１から照射され
る第一の光とは波長の異なる光のことである。
【０１０３】
　望ましくは造影剤３０から発せられる蛍光であることが望ましい。造影剤３０としては
典型的にインドシニアングリーン（ＩＣＧ）などが用いられるが、パルス光照射により、
音響波を発し、かつ、パルス光とは別の波長の光を発光するものであれば、どのような物
質を用いてもかまわない。
【０１０４】
　このような実施形態に示された生体情報イメージング装置を用いることで、従来技術よ
りも生体内に導入された造影剤の光学特性分布を正確に得て、画像化することが可能にな
る。
【０１０５】
　［実施形態４］
　本実施形態では音響波検出器と光検出器とから得られた電気信号による生体情報の解析
方法について説明する。
【０１０６】
　以下、図４を用いて、生体内の光学特性値分布である吸収係数（μａ）と等価散乱係数
（μｓ´）、及び生体の弾性的な特性であるグリューナイセン係数分布（Γ）を求めるた
めのフローチャートの一例を説明する。
【０１０７】
　光検出器により生体内部を伝播した光２０の強度を検出し、電気信号に変換する（Ｓ１
００）。
【０１０８】
　音響波検出器により生体内部にある光吸収体１９から発生した音響波信号を検出し、電
気信号に変換する（Ｓ１０１）。
【０１０９】
　Ｓ１０１のステップで得た電気信号を解析して、生体内の吸収係数（μａ）分布を仮定
する（Ｓ１０２）。前述したように、生体内にある光吸収体から発生した音波の音圧Ｐは
次式であらわすことができる。
Ｐ＝Γ・μａ・Φ
　ここで、Γはグリューナイセン係数、μａは吸収体の吸収係数、Φは光吸収体に照射さ
れた光量である。
【０１１０】
　グリューナイセン係数を組織内でほぼ一定とみなすと、音圧（Ｐ）の時間分解計測によ
り、吸収係数（μａ）と光量（Φ）の積、すなわち光エネルギー吸収密度（Ｈ）の分布を
求めることができる。ここで、光量（Φ）は光源からの距離に応じて指数関数的に減衰す
るため、生体の平均的な値を使うなど指数関数内の係数を仮定することにより、生体内に
おける定性的な吸収係数（μａ）の分布も仮定することができる（Ｓ１０２）。
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【０１１１】
　また、Ｓ１０２のステップで求めた吸収係数（μａ）の分布を基に、等価散乱係数（μ

ｓ´）の分布も仮定する（Ｓ１０３）。
【０１１２】
　Ｓ１０２とＳ１０３のステップで仮定した吸収係数（μａ）と等価散乱係数（μｓ´）
を用いて、放射輸送方程式（ボルツマン方程式）あるいは拡散方程式を用いた光伝播モデ
ルを解き、各光検出器で計測されうる光強度を計算する（Ｓ１０４）。
【０１１３】
　Ｓ１０４のステップで求めた光強度の値と、Ｓ１００のステップで実際に計測された光
強度を比較する（Ｓ１０５）。不一致の場合はＳ１０２のステップに戻り、新たに生体内
の吸収係数（μａ）、等価散乱係数（μｓ´）を仮定し、その差が小さくなるまで繰り返
す。すなわち、Ｓ１０５のステップにおける比較は、常に完全一致するまで繰り返さなけ
ればならないわけではなく、計算の残差が収束条件を満たすか否かを基準として一致する
と判断してもよい。
【０１１４】
　Ｓ１０５のステップで計算により求めた光強度と計測により求めた光強度が一致、ある
いは計算の残差が収束条件を満たした場合は、仮定した吸収係数分布と等価散乱係数分布
を生体内の吸収係数と等価散乱係数分布と決定する（Ｓ１０６）。
【０１１５】
　Ｓ１０６のステップで決定した生体内の吸収係数（μａ）と等価散乱係数（μｓ´）の
分布を用いて、光量（Φ）の分布を求め、生体内の吸収係数（μａ）と光量（Φ）の積、
すなわち光エネルギー吸収密度（Ｈ）の分布を求める（Ｓ１０７）。
【０１１６】
　Ｓ１０１のステップで計測された音圧の大きさと、Ｓ１０７のステップで求めた光エネ
ルギー吸収密度の分布から、生体内のグリューナイセン係数（Γ）分布を求める（Ｓ１０
８）。
【０１１７】
　なお、Ｓ１０１のステップによる音圧測定をＳ１００のステップによる光強度測定より
も先に行ってもよい。
【０１１８】
　また、Ｓ１０３のステップによる等価散乱係数（μｓ´）の仮定をＳ１０２のステップ
による吸収係数（μａ）の仮定よりも先に行ってもよい。
【０１１９】
　さらに、生体内の吸収係数分布のみを求めたい場合は、Ｓ１０６のステップで終了させ
ることも可能である。
【０１２０】
　このような計算を演算部で行うことで、計測対象である生体の吸収係数、等価散乱係数
のような光学特性値分布及び、グリューナイセン係数のような生体の弾性特性分布を正確
に画像化することが可能となる。
【０１２１】
　また、それらの値を用いて、生体組織を構成する物質（グルコース、コラーゲン、酸化
・還元ヘモグロビンなど）の濃度分布の画像化することも可能である。
【０１２２】
　［実施形態５］
　次に図５を用いて、生体内の光学特性値分布である吸収係数（μａ）と散乱係数（μｓ
´）の分布を求めるためのフローチャートの一例を説明する。なお、図５において、実施
形態４と同様のステップに関しては同じ符号を付している。
【０１２３】
　実施形態４と同様の処理により、光伝播モデルを解き、各光検出器で計測されうる光強
度を計算する（Ｓ１０４）。
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【０１２４】
　Ｓ１０４のステップで求めた生体内の吸収係数（μａ）と等価散乱係数（μｓ´）の分
布を用いて、生体内の光量（Φ）の分布を求める（Ｓ２００）。
【０１２５】
　Ｓ１０１のステップで計測された音響波の大きさと、Ｓ２００のステップで求めた光量
（Φ）の分布から生体内の吸収係数（μａ）の分布を決定する。
【０１２６】
　このような計算を演算部で行うことで、計測対象である生体の吸収係数分布画像を正確
に形成することが可能となる。
【０１２７】
　さらには、それらの値を用いて、生体組織を構成する物質（グルコース、コラーゲン、
酸化・還元ヘモグロビンなど）の濃度分布の画像化することも可能である。
【０１２８】
　なお、実施形態４と実施形態５で説明した方法は、実施形態１から３で説明した装置を
用いることにより実現することが可能である。
【０１２９】
　また、上記では音響波のデータを用いて拡散光イメージングから光量（Φ）を求めたが
、拡散光イメージングから直接的に光量（Φ）の分布を求めておき、音響波イメージング
により、吸収係数（μａ）の分布を求めることも可能である。
【０１３０】
　なお、ここでは上記のフローチャートに基づいて、光吸収係数、等価拡散係数、グリュ
ーナイセン係数分布を求める方法を用いたが、本発明はこれらのフローチャートに限定さ
れるものではない。
【０１３１】
　本発明の本質は、光源から生体に照射された光のエネルギー吸収によって生じた音響波
と、生体に照射された光が生体内を伝播した後の光強度を検出し、それぞれの情報を相互
に利用して解析することで、生体内の光学特性値分布を正確に求めることにある。
【０１３２】
　したがって、本発明は以上で説明したフローチャートに限定されるものではない。
【０１３３】
　次に、本発明に係る生体情報のイメージング方法に係る発明について説明する。
当該方法の骨子は、生体内に入射した光の拡散光を複数の箇所で測定することにより、該
生体内のイメージング対象物の光学特性に関する分布情報を取得し、該分布情報を用いて
、前記イメージング対象物に関する情報を画像化する際に、以下の工夫を行う。
【０１３４】
　即ち、前記イメージング対象物により出力される弾性波に基づく情報を用いて、前記画
像化を行うのである。ここで、イメージング対象物の光学特性に関する分布情報とは、吸
収係数及び／又は等価散乱係数である。勿論、本発明におけるイメージング方法は、それ
以外の光学的特性を排除するものではない。
【０１３５】
　以下、本発明について実施例を用いて説明する。
【実施例】
【０１３６】
　本発明の実施例の一つを説明する。生体中の血管の吸収係数分布を求めることを目的と
した生体情報イメージング装置の例について図２を用いて説明する。
【０１３７】
　光源１１としては１０６４ｎｍのナノ秒パルス光を発振できるＱスイッチＮｄ：ＹＡＧ
レーザーを用いる。パルスの幅は約５ナノ秒であり、繰り返し速度は１０Ｈｚである。も
う一つの光源２３として、１０６０ｎｍの半導体レーザーを用いる。このとき、光は変調
される。変調周波数は１００ＭＨｚである。また、複数の位置から光源２３を照射するた
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【０１３８】
　音響波検出器１３としては中心周波数１ＭＨｚのピエゾタイプのトランスデューサーを
２５６個用いる。なお、このアレイは２次元的に配列している。
【０１３９】
　光検出器１４として、光電子倍増管（ＰＭＴ）を８個使用する。生体内を伝播した光を
光検出器に入れるため、図１には示されていない光ファイバを生体表面にカップリングさ
せ、そこから伝播光を光検出器１４まで導く。
【０１４０】
　電気信号に変換された音響波信号及び光信号は、それぞれオシロスコープで記録された
のち、コンピュータに送られ、解析する。
【０１４１】
　このような装置を用いて、軟組織内に埋め込まれた血管を模擬した試料で測定を行えば
、従来技術である音波のみの計測で吸収係数分布を画像化する方法よりも、正確に吸収係
数の分布を再現することが可能になる。
【符号の説明】
【０１４２】
　１１　光源
　１２　光導波路
　１３　音響波検出器
　１４　光検出器
　１７　画像表示部
　１８　生体
　１９　光吸収体
　２０　生体内を伝播している光
　２１　音響波
　２２　演算部
　２３　第二の光源
　３０　造影剤
　３１　生体内を伝播する第二の光
　６１　光
　６２　被検体
　６３　光吸収体
　６４、６７　光吸収係数分布
　６５　光エネルギー吸収密度分布
　６６、６８　イメージング画像
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